
令 和 ６ 年
２月16日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
公
告

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
六
年
二
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
一
日
ま
で
の

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
九
六

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社
生
産
・
技
術
本
部
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
西
地
区

所
在
地

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
六

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(㎥
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

三
三－

イ

(二
基
)

〇
・
〇
〇
三
一
令
和
六
、
四
、
一
令
和
七
、
三
、
一
令
和
七
、
四
、
一
断

続
二
四
時
間
変
動
な
し

三
三－

ニ

(二
基
)

三
・
九
〃

〃

〃

連

続
〃

〃

三
三－

ニ

〇
・
〇
〇
六
二
〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

リ

(二
基
)

五
〃

〃

〃

〃

〃

〃

備
考

「
三
三－

イ
」
、
「
三
三－

ニ
」
及
び
「
三
三－

リ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
三
十
三
号
の
合
成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
縮
合
反
応
施

設
、
静
置
分
離
器
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を
い
う
。
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

三
三－
イ

(二
基
)

七

六

～

八

⟎⟊⟉、⟉⟉⟉

⟎⟏⟊、⟉⟉⟉
検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

〇
・
〇
〇
六
二

〇
・
〇
〇
六
二

三
三－

ニ

(二
基
)

〃

〃

三
、
六
〇
〇

三
、
六
〇
〇
〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
・
八

七
・
八

三
三－

ニ

〃

〃

⟎⟊⟉、⟉⟉⟉

⟎⟊⟉、⟉⟉⟉
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
〇
〇
六
二

〇
・
〇
〇
六
二

三
三－

リ

(二
基
)

〃

〃

四
〇
〇

四
〇
〇
〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇

一
〇

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

好
気
性
排
水
処
理
施
設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製

四
、
五
〇
〇

(㎥
／
日
)
活

性

汚

泥

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

焼

却

施

設

耐
火
レ
ン
ガ
内
張
り

二
・
五

(ｔ
／
時
)
焼

却

〃

〃

〃

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

好
気
性
排
水
処
理
施
設

処
理
前

五

三

～

六
三
七
〇
･四
四
四
七
･八

一
五

二
〇

一
一
四
六
･九
三
三
一
･九

三
・
六
八
一
一
･九
二

三
、
〇
七
一
・
八

三
、
四
一
六
・
八

処
理
後

七
・
五

七

～

八

四
七
・
五

五
七
・
一

三
〇

三
五

〇
・
五

四
二
・
八
一
一
四
･二

一
・
一
二

三
・
六
六

〃

〃

焼

却

施

設

処
理
前

七

六
・
五

～

七
・
五

⟊⟌、⟒⟉⟉

⟊⟌、⟒⟉⟉
四
九
五
･二
六
七
四
･三
検
出
せ
ず

七
、三
九
〇
七
、三
九
〇

一
二
五
二
六
九
･八

一
三

一
三

処
理
後

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

二
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五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七

六

～

九

二
・
五

五

四

二
五

二
・
五

一
・
一

四

〇
・
〇
五

〇
・
一

一
、
三
六
九
・
二

六
、
五
六
七
・
二

No．3

排

水

口

七
・
六

〃

一
五
・
九

四
四

一
六

〃

一
・
五

一
一
・
五

五
三

〇
・
一
四

〇
・
三
四
一
、
四
一
六
・
七
四
五
、
〇
八
四
・
九

No．5

排

水

口

七
・
五

〃

一
一
・
五

四
五

五
・
九

〃

一

五

五
〇

〇
・
〇
五

〃

九
、
五
三
八
・
八
一
〇
、
二
五
一
・
六

山
口
県
告
示
第
四
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

岩
国
市
装
束
町
六
丁
目
三
四
二
の
四
・
三
四
六
の
一
・
三
四
六
の
四
・
三
四
六
の
七
か
ら
三
四
六

の
一
〇
ま
で
・
四
六
五
の
五
・
五
五
七
の
九
・
五
五
七
の
一
一
か
ら
五
五
七
の
一
三
ま
で
の
一
部

玖
珂
郡
和
木
町
和
木
六
丁
目
七
七
一
の
二
・
七
七
一
の
五
・
七
七
一
の
八
・
七
七
一
の
九
・
七
七

四
の
三
・
七
七
五
の
二
・
七
七
八
の
三
・
七
八
八
の
二
・
七
九
〇
の
一
か
ら
七
九
〇
の
五
ま
で
・
八

三
四
の
二
四
・
八
四
三
の
四
・
八
四
三
の
一
一
・
一
〇
五
三
の
三
・
一
〇
五
三
の
六
・
一
〇
五
三
の

八
・
一
二
六
七
の
三
・
一
二
六
七
の
一
三
・
一
二
六
七
の
一
四
・
一
四
一
八
の
一
・
一
四
一
八
の
一

二
・
一
四
一
八
の
一
四
・
一
四
一
八
の
一
五
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

う
え
む
ら
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

山
口
市
阿
知
須
四
八
五
三
の
八

令
和
元
、

一
一
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
四
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

医
療
法
人
優
成
会
う
え
む
ら
デ

ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
阿
知
須
四
八
五
三
の
八

令
和
元
、

一
二
、

一

山
口
県
告
示
第
四
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

三
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令
和
六
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

見
島
区
域

通
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
以
外
の
漁
業

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
北
緯
三
十

四
度
四
十
五
分
の
線
以
北
の
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
営
む
漁

業
の
う
ち
、
船
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
及
び
は
え
縄
を

使
用
し
て
営
む
漁
業
以
外
の
漁
業

教
育
委
員
会

公

告公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

に
係
る
手
続
を
開
始
し
ま
す
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

業
務
の
概
要

㈠

業
務
名

山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務

㈡

業
務
内
容

応
募
要
項
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

契
約
期
間

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

参
加
資
格

こ
の
手
続
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
業
務
の
委
託
の
特
Ａ

の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

こ
の
手
続
の
開
始
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も

業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受

け
て
い
な
い
こ
と
。

三

手
続
等

㈠

応
募
要
項
の
配
布

令
和
六
年
二
月
十
六
日
午
前
九
時
か
ら
同
年
三
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
、
山
口
県
教
育
庁

教
育
情
報
化
推
進
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務
に
係
る
公

募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

㈡

参
加
表
明
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
山
口
県
教
育
庁
教
育
情
報
化
推
進
室
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
郵
送
し
、
若

し
く
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
教
育
庁
教
育
情
報
化
推
進
室

⚓

受
領
期
限

令
和
六
年
三
月
十
四
日
午
後
五
時

㈢

企
画
提
案
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
山
口
県
教
育
庁
教
育
情
報
化
推
進
室
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
郵
送
す
る
こ

と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
教
育
庁
教
育
情
報
化
推
進
室

⚓

受
領
期
限

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
午
後
五
時

㈣

審
査

審
査
は
、
次
の
審
査
委
員
に
よ
り
、
最
も
優
れ
た
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
の
特
定
を
令
和

六
年
三
月
下
旬
に
行
う
。
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原
田

英
明

林

弘
一
郎

梅
田

憲
和

岡
﨑

浩
一

山
田

芳
彦

四

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
作
成
の
要
否

要

㈣

参
加
表
明
書
の
提
出
時
に
お
い
て
二
の
㈢
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
令
和

六
年
三
月
二
十
八
日
ま
で
に
こ
れ
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

㈤

こ
の
手
続
の
開
始
後
に
、
二
の
㈢
に
掲
げ
る
資
格
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
令
和
六
年
三
月
十

一
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
一
五
）
に

申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
契
約

の
締
結
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教
育
庁
教
育
情
報
化
推
進
室
（
電
話
〇
八
三－
九
三
三－

四
四
九

三
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

五

Sum
m
ary

⑴

N
ature
and
quantity
ofthe
services
to
be
required
:D
ispatching
IC
T
supportstaffto

Y
am
aguchi
prefectural
schools

⑵

D
eadline
to
express
interests:5
:00
P.M
.M
arch
14,2024

⑶

D
eadline
to
subm
it
proposals:5
:00
P.M
.M
arch
21,2024

⑷

D
elivery
Place:T
he
place
designated
by
person
in
charge
of
the
contract

⑸

D
ivision
in
charge
of
procurem
ent
and
contact
point
for
the
notice:
E
ducational

Inform
ation
Prom
otion
O
ffice,B
oard
ofE
ducation,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent,

1-1
T
akim
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-4493)
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令
和
六
年
二
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
二
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


